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第1叢総鈎j

（趣旨）

第 1条 この細則は，被収理事者処遇規則｛昭和 56生存法務省令第 69号。以

下「処逝規則」という。）に基づきr＇名古 E提出入閣租備管理主j謁1!51.~草場（中

部俊滋文周収持軍場な含む。以下関じ。）に収号撃されている者（以下「被収

容者j という。）の人権を毒事重しつつ，その処遇について瀦亙な滋用を期

するため必要な事項設定めるものとする。

（宥守責任者及び商lj穏や資任者）

第 2条 看守勤務の入国警備管の長（以下 f箸守資任者Jという。）は，男

子区処遇担当及び女子区処遇4設さ誌の各紙活入鼠整備管（中華~空港支局にあ

っては骨軍事務・制査活動・処i騒・執行相当の統括入国理事備1言。以下「処遇

税当統撤Jという。）の指郷里ま替の下に，売量守勤務の入閣饗備官（以下 f看

守勤務者Jという。）を織抑監脅し，被収容者の処遇及 Q＼収容場の秩序維

持についてその資に仔；ずるものとする。

2 司雪守資任者lま，処遇強当統摘が出狼その｛也により本箱：の楊合は，処遇担

当統絡に代わってそのJ／被務を行うものとする。

3 者守勤務者のうち，処遇拐さ謀総指及び看守索任者の指弾盟主J僚を受ける

とともに密着守繋俊殺を補佐し，看守勤務者の指摘3盟主餐及び被収容者の

処遇に当たるものをil¥IJ看守資イ走者とする砂

(.J収軍事場の巡視）

第 8条｝局長（！令部怨機文j商にあっては， 3主潟長。以下問じ。）はa 随時収

持祭場を巡視し，被i院軍事者の処遇告と適正に行うより留意するものとするー

2 処遇邸内の首席入関望書備管（中書店怨港支局にあってはz首席入閣撃事備官。

以ア「処遇都内宮席Jという。）は，随時収容場を巡視し，被収容者の処

遇を適正かつ円滑に行うよう積雪設するとともに，者守勤務者の看守状況に

つき指導監督するものと1する。

3 処遇総結i統括，看守費任者及び箇I／看守資任者は，随時収議場を巡視し 2

看守勤務者の務守状況につき指導監2留するものとする。

（意見聴取）

第 ~l 条 周授は，被i収容有者の処遇をi盗§：.かっ円滑に行うため，必察があると

総めあときは，被収理事者から処遇上の殺見を聴取するものとする。

2 前：演の場合において，意見~聴取したときには，その内容及び執った措

慨を誉回で記録lこ残さなければならない。



第 2態収容

（収容の乎統）

第 5条 処遇部門首席は，新たに収容される者を収草草場に収容するときは事

l奴理事令軍事3えは退去強制令書（以下 f令書事j という J を点検してその収霧

が適法であることを機関、し，入所長話（第 1号機式）により局長の承認、を受

けた上 3 処巡総当統括に対 L，，当競入所築を交付してその者の収軍事を指示

するものとナる。

2 処遇相当統括は， l前項の指示を受けたどきは，令著書その他！鈎係書績の点

検密行い，その収容が漉訟であり h かっ，収容される者が人違いでないこ

とa-l確認しなければならないa

3 処遇扮当統括i立，男子と女子を分離して収容するものとする。

4 処遇抱翁統摘は，前項の規定にかかわらず，女子被収毒事者に随伴する 6

時韓米ill市の男児及ひか男子イ長l奴耳草寺普lと随伴すA る6歳未満の女児ば s 当該被収号事

者と｝司望をに収容するものとする。ただし， 6歳以上の者についても特別の

事情があると認められる場合には9 局長の言及認を受けてさき紗：被収容者と同

議に収容することができるの

日 処逃担当統括付；，執務時間外に新たに収容される者を収練場lこ収容する

ときは F 処遇邸内首席iこ報告し 7 その鈴訴訟受けなければならない。

（身体，所持品及び衣類の検液）／

費習の条 処遇企間担当の統摘入問答備管（ I宇都空港支局にあってはs 処遇総

割統括悶以下 i公開担当統括j 主いう。）は，新たに収電器される者をJ!R理事

場にi奴絡するときは 9 処遇規試lj領 10粂に規定する身体，所持n"f，及び衣類

の検査誌を行うものとする G

2 企潜i担当統指l詰：包紡績の検望まに当 tt.つては，新たに収容される者にその

皆を倍げ，身体については着殺のよから線機に触手検重量をし賀 p)f持品及び

衣類についてはその企てを提出させて検査しなければならない。ただし，

女子・の被収容者の身体及び衣類の検査ーについては，女子の入間撃事｛務官に行

わせるものとし，女子の入間轡{ii器官が不畿の場合は，入閣撃手術官以外の女

子の1議員に行わせるものとするむ

（被収容者i援守事項等のを告知）

第 7条 ::Ce i溺抱強統括はき調ffこに収容される；省、をi収容場にl／立縛するときは，

当官災被 j反務者に対し，·~lこ掲げる毒事項を告知し，被収容者遜守事項等告知

雄総事事（第 2母様式）に喜善名を徴するものとするの



( 1 ）次条に掲げる被収容者灘守毒事項（)}lj表第 10 r.p議l空港支局にあって

は， Sリ章受第 l-2) 

( 2 ）保安上又は衛生上の指示事項

〈被収縁者遵守事演）

第 8条 被i収年害者i獲'if事項は，処i鴎規則第 7条第 1墳に規定するほか，汝条

策 1l変 ~c: 規定する日楳を守ることとする。

（被収可筆者の岡繰）

鱗9粂 被l奴理事者の日銀は，次の基準によるものとする。ただし，中部俊機

支局にあっては，朝の点i呼を 8時 30分，昼食を 12 ff有：頃とする。

7 A寺 起床

7 J]寺30分 清掃

8時l奨 朝食

9 fl寺 朝の点目乎

1 2昨春 30分綴 昼食

1 7時 30分頃 夕食

2 1時 1夜の点珂2

2 2時 就寝

2 周f毒は，保安上又は衛生上必要があるときは，前項の伐採会変更するこ

とが寸？きる。

（被収容者遵守事項等の掲示）

第 10条 被収容者遵守事項主主V'iと閉会ヰ奇心得及び部会案内 0.ltJ表第 2）は，

収容場の適当な場所に掲示するものとする匂

（指紋及び写真）

第 11条 会E題担当統括は，処遇規則第 l2粂に規定する新たに収察される

者の指紋の採取等を行う場合に，その者が 16歳にf遣しているか疑義があ

るときは，局長に報告し，その指示を受けなければならない。

第 3主審 物品の領鷺及び返還

（物品の領置基準）

第 l2条 処遇規JlU第 1l条第 1項の規定により領置する物品は，次に楠げ

るものとする。

( 1 ）ナイフ”かみそり，はさみz f賢切等の刃物類，その他その舟法により

殺傷行為，§損行為又は逃走行為に手lJ期されるおそれのある金繰製品，

ガラス製品又はひも類等



(2) 7 ツヂ，ライタ｝等の発火器具，火薬類司

火災又は爆発の原図となるおそれのあるもの

ガソリン等の01火物その他

( 3 l.劇j章第物及びー磁H県議，鎮静剤！その｛也生命身体安審ずるおそれのある医諜

l払

( 4）糖類その他アルコ」イレ含有飲食物

2 f金翻j想当統括iま， ruiP実に掲げる物品以外の物品について，特lこ繍慢の必

要があると総めると舎は，局長に報傍し，その掲示金受けなければならな

（領賢司王統以外の物品の保管）

第 l2条の 2 局長は，被l反軍事者から前条第 1壌に婦げる物品以外の物品n:
ついて保管に係る申出があったとき， 3えは収容場の管理運,Eg上必要がある

と認、め，かっ争被i奴毒筆者の関2撃が得られたときは，当該物 t誌を領霞品康又

は鍵｛寸きキャビネットに保管することができる。

〈執務時間外の物品等の一時保管）

第 13粂 l±l納員たる宥守賓任者は魯執務時間外において預金安領慶する必

裂があるときは，歳入歳出外税金出納官吏が登庁するまでの間，当骸現金

を一時保管するものとする。ニの場合において電機入歳出外現金出納官実

が差益j宇したときは，速やかに次条第 1項第 1者告に主主づく手続を執らなけれ

ばならない。

2 備管物品取扱主任官の補助者たる看守賓任者は3 執務時間外において現

金以外の物品を領援する必要州るときは，戸品…時保管簿（篤 3号機式）

にI所定事項 lを記載した」ュ，領置物品取扱主任官が登庁する汝での問，当該

物品蓄と一時ノ保管するものとする。この場合においてp 領置物品取扱主任官

が主主Irしたときは，速やかに次条第 1項第 2号に基づく手続を執らなけれ

ばならない。

（額程後の手続）

第 l4条 企酒担当統括は，被収容者の物品を領置したときは，次にZさめる

ところにより措置するものとする。

( 1 ）現金については，領置決議書（領憧金：預り証控（処遇規則jJIJ記第9号

様式!'fl）をもって代える ω）により局長の承認を受けた上，当該決議事撃

とともに議入歳出外現金応対j官吏に引き渡すこと白

( 2 ）現金以外の物品についてはs 領霞決議書（領震品預り託惣（処遇規則

別記第9号機式乙）をもって代える。）により局長の承穏を受けた上，



当鮫決議著書とともに領霞物品取扱主任官lこ引き渡すこと。

2 蛾入歳出外現金出納鴬突は，前項第 1号の規定により甥盛宣告と受領したと

きは 3 領麗金収受講年（第4号＆様式）及び領寵金盛1緩（第 5号機式）に所定

事項を記載ナるとともに， P領鐙決議望書に基づき領陸金子東り読E（処遇規則自IJ

間鈴・ 9号機式!fl）を作成のJ:，会：l関担当統括をi混じてき里核被収理事者に交付

するものとする。

3 領般物品取級車｛防1蓄は，第 1l寮第 2項の線認さにより物品を受領したとき

は，物品管灘簿・物品目j紋簿（法務省所管物品管理事務取扱規線第 24号

機また）に所定事演を記載するとともに，領軍決綴警に主主づき綴慢晶子長り祝

（処遇規則自lj記第 9 号様式乙）を作成の上， 11': 磁rm~当統括を i爵じてき当 f災被

i彼；容者に交付するものとする n

（綴種物品の廃棄及び換価）

第 15条 債償物品取扱2担任官は F 処遇規則第 11条第 2演の規定により領

捜した物品を廃棄し又は換価するときは，当該被収容者から領置物品処分

間意書｛第 6号機式｝及び領寵品預り言延安提出させ，局長の承認を受けた

上，廃棄し又は換価し，領遺品預り誌の備考機及t;:物品管取簿・物品出納

簿のてん米欄にさ当該領援物品を処分した旨及びその生存月日告と記載して押印

するとともに官換倒した代金l立当該被収容者iこ磯認~·せた上，交付するも
のとする。

2 前夜の換憾の手続についてはz 会普I・法a 予算決算及び余計令，契約事務

取扱規則及び法務省所管契約事務取扱規視の閣の財滋の売却に関する規定

を準用する u

（収容中の鎖鐙物品返還）

第 l6条 企画担当統括は 3 被収容者から領置した物品 17）全部又は一春日の返

選申出があったときは，次lこ定めるところにより措置するものとする。

( 1 ）領震金については，領霊童金返還市出書（第 7号様式）及び領置金預り

証を提出させ，局長の承認を受けた上，歳入歳出外現金出納官吏に通知

すること。

( 2 ）領置物品については，領霊堂物品返還申出番（第 8号様式）及び領置品

預り誌を提出させ，蔚長の承認を受けた上a 領産物品取扱主任官lと通知

すること。

2 歳入歳出外現金尚納営実は，前項第 1号の通知を受け被収容者に領寵金

を返還するときは，全部返還にあっては次条第 1号に定める措績を執り，



一部返還にあっては，領援金預り証f迭に受領を挺する署名を徴するととも

に領援金預り訟に支払月臼，支払高等を記載するものとする。

3 領骨量物品取扱主任官は，第 1l築第 2号の通知を受けI被収縁者iこ領援物品

を返還すると舎は，全部返還にあっては次条第 2号に定めlる措置を執り，

一割l31& i援にあってお；鱗麓物品返還申出警の領収欄に受領を慨する署名をと徽

十るとともに領援品預り紙の備考欄及び物品管理課事 e物品出納簿のてん＊

欄にき当該領援物品在返還した旨及びその年月日を記載するものとする。

（刷所持の領偉物品返還｝

第 17粂 処遇機関第 39条の規定により被収容者に領費時1の物品を返還す

るときは，次iこ定めるところにより措躍するものとする。

（工）続入機出外現金出納官3授は，被収容者から償援金預り縫と引き替えに

領霞金安返還し，領置金預り吉正擦に受鱗を概する磐~を徴すること。

( 2）鱗置物品取扱主任智は，被収耳章者から鎮緩品預り誌と引き替えに領穣

品会返還し，物品脅耳童書華・物品出納簿lこ受領を旋する署名を徴すること。

（逃走者等の潰関金）

第 18条 歳入歳出外現金l:l:l納官吏i丸被収容者が逃走又は死亡したと舎は 1

選留に係る領霞金は遺留金著書留簿（第 9i苦様式）に所定事寝食記載しなけ

ればならなV¥ o' 

策 4章避難

0経難）

第 19条 処遇総当統括は，非常災害に際し，被収車事者を収容。場以外の場所

に避難させる必要があると認めたときは，局長に報告し，その指示を受付

た上，被i収容者安局長の指示する場所に避難させるものとする。

,z 処遇担当統括は歩前項の場合において，急を重要し，局長に，報告するいと

設がないときは，被i収容者を安全な場所に避難させた上，速やかに局長に

その状況告と報告しなければならない。

3 処遇担当統括は，前 2墳により被収容者を避難させる主きは，被収容者

に対し，災害の状況，避難の場所，係官の指示に基づき秩序ある行動を執

るべきこと等を説示し雪最も安全な経路をもって速やかに避難場所に護送

しなりればならない。

4 処遇担当統括は，第 1項及び第 2項により被収容者を避難させる場合に

おいて F 必要と認、めるときは，局長に報告し，その指示により戒兵を使用

するちのとする。ただし，急を察し，局長に報告するいとまがないときは，



その指示を受けることを繁しない。

5 前］寮ただし察の規定により滅具を使用した場合，処遇担当統摘は，速や

かに局長にその状況を報告し，その指示を受けなければならない。

（一時解放）

第おり条 処i遡担当統括はョ非常災饗に際し，＇ IYii条による避難の手段がなく，

かっ，被収容者を他の場所に穣送するいとまがないと認めるときはz 局長

に報告し，その指示iとより被収容者会一時解放するものとする。ただし，

念を援し，局長に報告するいとまがないときは，そのt弱者去を受けることを

麗しない。

2 問j)煮ただし警の規定により一時解放を行った場合，処遇担当統括は， i猿

やかに局長にその状況を報告し，その指示を受けなければならない”

3 処遇担当統括は，第 1項により被収容者を一時解放するときは，被収務

者iと対して指定し？と R時（特に著装備がなければ，解放自の翌日午後日時と

する。）までに指定した場所に出頭するよう指示し，ーできる ~N り一時解放

経明書｛第 10 号機式）を交付するとともに，解放した旨~直ちに所轄瞥

察署ま等関係機関に通報するものとする。

第 5主害 保安

（制Jl：懇の措寵）

第 21条 入霞瞥備官は p 被収毒事者iζ対 L,＇被収容者選守事項を遵守させる

ため必要な指導念行うものとする。

2 入関撃手備官は，被級者象者が被奴号著者選守主事項に違反する行為をし，又は

造反する行為をしようとするのを発見したときは，処遇規則第 17条の 2

lζ規定する措置を講じるとともに，直ちに看守責任者に報告しなければな

らないロ

（制止等の措置後の報告）

第 22条 入国事事備宮は，処遇規則第 17条の 21ζ規定する措置のうち， fj;lj

止その他抑止するための猪置を執ったときは＝機ljll二等の措置状況報告書（第

1 1号様式）により，速やかに局長に報告しなければなおない。

（隔離）

第 23条 処遇担当統括は s 処遇鏡則第 18条に慈づき被収容者を隔離する

必婆があると認めるときは，隔離理由及び期限等について意見を付して局

長に報告し，その指示を求めるものとする図

2 前項の場合において，局長は，隔離裕当と認めるときは，隔離粛被害（第



l 2号機式） .a-作成のよ，これを処遇担当統括1；：交付して隔離合指示する

ものとする。

日 処遇綿滋統括は，被l奴縁者を繍離するときは＇ .当核被i収容者lζ対し，隔

離霞波著書を読み聞か4主ーなければならない。ただ i；，急を主要するときは，隔

自信した後読み備がせることができるa

4 処遇担当統摘は，被l!J(~奪容の備艇中における？？状等を随時局長に報告し，

必聖書な掲示身受けるものとし，看守勤務日誌に記載しなければならない

お 処遇担当統絡は， l漏離の必要がなくなったと認めるときは，直ちに局長

に報告し，その指示を求めなければならない。

6 前2墳の場合において，局長は，隔離の必要がYなくなったと認めたとき

は， Eまちに処遇担当統括に隔離の中止を指示するものとする。この場合，

処遇~.§.E当統括婦は， Eまちに！馬離在中止しなければならない。

7 処遇相当統括は，隔離期限が到来したときは，被収容者の隔離会解除す

るものとする。

（澱急時の橋高官）

第~ 4 ~時 処遇指当統括は，処遇規則第 18条第 2畷iと基づき被収容唱？な隔

離したときは，速やかに隔縦理街及び期限等について意見告と付して局長に

報告し，その指示を求めるものとする。

2 前療の場合において s 局長が隔離惑と相当と認めたときは，前条第 2項の

規定告と準用する。

3 第 1項の場合において，局長が繍厳令相当と認めないときは，処遇担当

統指は， B主ちにi寝離を解除しなければならない。

（開鱗の継続）

第 25条 処遇担当統括は，隔離期限設趨えて引き続き被収容者を縞離する

必要があると認めるときは，その理由及び新たな！縞離鍛限等について意見

を付して局長に報告しa その指示を求めるものとする。

2 前項の場合において，局長はき引き続き縞離することを相当と認めると

きは，！璃離欝渡蓄に新たな線離類般を記入した上，これを処遇飽当統括に

交付d して縞離の継続を指示するものとする。

3 処遇視さ語紙婚は必前壌の縞離の場合iとは，当該被i収容者に対し，新たな

矯離期限を記入した隔離言波書蓄を読み簡かせなければならない。

（戒兵の使用）

第 26条 入閣瞥犠震は，被収容者に対し戒具.'/i:使用する必要があると認め



るときは，局長に報告し，その指示な求めるものとする。

2 入国軍事備官は，被収容者に対しlr£具を使F脅したときは，その瑚陶，使用

期間及び戒J尋の穣類等:a:看守勤務自総に記載しなければならない。

（燦急時のiiJlJ主の｛築用）

第 27，条 入！璽警備管は，処遇規則第 19条ただし撃に基づき被収容者lこ対・

し7成具・を使｝羽したときは，速やかに局長に報告し，その指示を求めるもの

とする。

お I殺宅認の場合において，局長が戒具の使服役認めないときは，処遇扮当統

摘は＇ iJjまちに戒具の使湘を解除しなければならないの

第 6主事 給養＆び衛生

（穂具の貸与）

第 28条 企閥犯当統括は，被収容者に寝具を貸与したときは，被i収容者物

品貸与簿（処遇；視員ii)31.f昔日第 7脅様式）に所定事：攻を記載し，かっ告受鱗欄

に受績を挺する署名を徴するものとする。

2 被j収容者一人につき貸与する寝具の数量は，次に機げる基機とし，

被収答者がi品百年するときに返還させるものとする a

( 1 ）も布

ア 夏期（ 6 ）ヨ1認から 9月 30 t3) 

イ 夏期以外の期間

( 2 ）毛布カバー

( 3 ）枕

(4）枕カバー

1枚以上 5枚以下

2枚以上 l0枚以下

1枚

1 1樹

1枚

主主核

( 5 ）ベットパッド 1枚（中部窓港支局にあって

は，シーツ及びマットレス各 1枚〕

（衣類及びお用品の給与）

第 29条 企商担当統括は，処遇規則第 23条に規定する衣類及び日用品の

給与を必聖書と認める被収容者があるときは，局長の承認を受けたよ，給与

するものとする。

2 高官項の規定により給与する物品の品目，数量及び使用期間は 2 その者！I度

局長が定める。

3 企関担当統稲は，被収容者に衣類及び日用品を給与したときは，被収容

者物品給与簿｛処遇焼刻)jlj昔日第 8号様式｝に所定事項を記載し g かっ，受

領欄に受領を粧する署名を徴さなければならない。



（物品の使用）

第30条 処遇規則第 24条第 1項に規定する物品の品館は，次に織げるも

のとしJ 数量及び使用期間はz その都度局長が泣きめる。

( 1 ）食卓

( 2 ）精子

( 3 ）食器

ア椀

イ .lllL

ウ 箸又はナイブ及びフオ｝タ

コニ スブ｝ン

( 4 ）盟主容用具

ア バリカン

イ 電気シエ｝パ｝

ウ くし

;:r:. ヘア…ブラシ

( 5 ）運動用具

ア ソフトバレーボ｝／レ

イ ブy トサル用サッカ…ボール

( 6 ）娯楽用具

ア 囲碁重量及び問布

イ 将棋機及び間駒

ウ トラシプ

エチェス

長T ;.;5-セロ

カ テ レピ

( 7 ）図書

（お）掃除用具

アほう き

イ ち哲取り

ウバケツ

エE 雑巾又はそツプ

オ く ず縫

カ トイレブラシ



( 9 ）洗街用具

ア 洗問機

イ aッブ

2 処遇規制第 24条第 2l築iζ士見主をする物品の種類は，次lこ掲げる物品及び

品闘のとおりとし，その数最及び使用期間は，その都度j務長が定める窃

( 1 ）給湯舟兵

ポット

( 2 ）履物

スリッパ又はサンダル

( 3 ）介助用具

ア 車椅子

イ松灘杖

3 処遇担当統摘は，被i収容者から高官 2墳の滋務用具，運動用具z 総楽用主主

lkび介助用具の使用の向日；iがあったときは， j渇援に報告し，その掲示を受

けたJ:;使用させるものとする。

（検食）

熊 3l条 余計練凝（中部議j強支局にあっては，総務線長），処遇都内君主席

又lま奴1i路倒当統括は s 被i医務省rtζ対する給食の都度これを検食し，かっ，

被i民草案者給検食簿｛処遇繍員I])jリ言込書事 61号機まえ） lこ検食意見を記載して局長

に報告するものと寸る。ただし，執務時間外における検食は，者守主費任者

が行うものとする。

（遡動）

第 32条 被i民軍事者には，毎段の執務時間！対又は局長が別に定める時間戸列島

遡~J~揚で i箪 r~J する機会を与えるものとする u ただし，荒天のとき又は収容

場の保安上務しく f'；）.衛生」ニ交！嫁があるときは包この限りではない。

2 看守糞任者及び前j看守賛任者（以下「寺号令資任者理事Jという。）は，被

収年害者が運動をするときは，あらかじめ戸外漣動場を点検し，保安上支障

があると認められる物rl/liその他異状がないことを機認した上，被収容者告と

？諸外遊動場にi封し，かっ，潔動時間中は看守勤務者をその監視に当たらせ

なければならない。

3 看守糞任者宅事l'J；，運動のため，被収容者を戸外遊動場lこ出すとき及び遼

動終了後被j奴務者なi収容場に収容するときは，その人員及び所持品等な確

認しなければならない



（衛生）

第33条 被収務者iこは， I遊間iζ 民間以上入裕する機会を与えるものとす

る。

2 前1築の場合において，女子の被収容者の入裕の立会いが必裂な際は，虫；

予の入国警備震に行わせるものとし，女子の入国警備官が不訟の場合は，

入国響機官以外の女子の職員に行わせるものとする。

3 居箆の消毒及び寝具の焚換又は洗濯は，次の基準によるものとする。

( 1 ）勝主主の薬物消毒事 毎年2回以上

( 2 ）毛布の焚換又は洗濯 8か月に 1間以上

( 3 ）喝布カバーの焚換又は洗潟 綴月 1臨以上

( 4 ）枕カパ｝の交換又は洗滋 毎月 1回以上

( 5 ）ペットパッドの喜怒換又は洗穣

( 6 ）シ～ツの交線又は告も穣

（鯵燦）

毎月 1！日以上

毎月 1間以上（中部怨港支局に限る。）

第 34条 処遇担当統括”は，被i収容者がり病し務しくは負傷したとき又は被

l阪年筆者から底目躍の診療の時3Iiiがあったときは，局長iと報告し，その指示を

受付るものとする。

2 処遇担当統括は，前項の場合においてき念会獲し，局長に報告するいと

まがないときは，重まちにE塁街！？の診療を受けさせた上，速やかに屑町長にその

状況告と報告しな付ればならない。

3 処遡拠5当統絡は，被j収容者から自費による診療の$出があったときは，

当在京被収容者の盤状及び診療の必褒性宅容について意見を付して局長に報告

し，その指示を受けるものとする n

4 入間警備憶は，前 3項の綴定により機収容者が緩櫛の診療を受：けるとき

は，これに立ち会い，逃悲その｛也の毒事故の防止に当たるとともに企担当医

師から所見を徴し，当言葉被収容者の病状及び診療状況毒事を診療結巣報告書

（第 l3 i号機式）及び被収容者診療簿（処遇規則別記第 3母様式）により

局長lこ報告じなければならない臼ただし， j宇内の診療については，育会燦結

終報告著書の作成を省略することができる。

5 処遇総当統括は，救急L常備薬を保管し，被i収容者にこれを授与したとき

は，その都度数急骨守備薬投与簿（第 14芳様式）に所定事項を記載すると

ともに，その使用状況を磯認しなければならない

6 第 1項ないし第 3l貨の規定により被収容者に診療者受けさせた場合ば＇ • 



第 6条の規定を準用する。

第 7輩 閉会，物品の授与及び通信

（領：事官毒事との随会）

第 35条 食鱒［担当統f設は F 被収容者に対し，処遇規Jlij第 33条第 ll演に規

燥する領事：官等（以下 1領事官等j という。）から筒会の '1'1出があったと

きは，面会・物品授与許可申出番（領事官珍弁護士用）（第 l5 ~昔様式）

な擦問させた上，潟長に報告し，その指示を受けて協会者及び被収容者に

図会時間 p 日窓会場所及び街会者心得を告会IIし，言語会をさせるものとする。

2 企路担当統括は，前墳により商会をさせるときは，あらかじめ閉会の場

所を検分して，保安上の率教の防止について必要な扮援を執るとともに，

入｜調整事倣宮に対し，寺号待に適当な場所及び看守上必要な事項な指示しなけ

ればならない

3 :ll::爾担当統燃は，局長からの掲示を受けた場合は， tlii会終了後，被収容

者閉会簿（処遇規剣語！J昔日第 4母様式） ！こ所定事項を記載しj 局長lこ報告し

なければならない

4 第l項の規定により被収容者に磁会をさせた場合は，策 6条の規定を機

用する。

（領事官等以外の者との話会）

第 36条 企図担当統括は，被収軍事者iこ対し，処濃規員lj第 34条第 1墳に規

殺する領事官等以外の者｛以下 f領事官等以外の者j という。｝から商会

の申出があったときは，立首会・物品授与許可申出番（第 l5号の 2様式）

.:fr提出させ，所定事項を糖取した上穿局長に報告しなければならない。

2 :ll:: ii弱扱当統括は a 吉右墳の場合において，局長がE話会を許可したときは，

商会者及び被収容者に沼会時樹及び商会者心得を告知し，入国警備管を立

ち会わせて図会君主において碩会をさせるものとする。ただし s 局長が立会

いの必要がないと認めるときは，入国警華僑官を立ち会わせないものどする。

3 入歯警備管は，前項の規定により商会に立ち会うときは R 沼会者及び被

収1事者の動静の監視及び会話の聴取に適当な場mlこ位置，して p 保安上の毒事

故の防止に努めるとともに b 部会審又は被収容者が保安上支障がある行為

をしたときは，直ちにこれを制止し a 市j.itに従わないときは，面会を中止

させた上 p 局長にその状況告と報告，し， じ後捻霞について指示を受けなけれ

ばならない。

4 入留軍事備管は，頭会の立会いに当たったときは，面会終了後，；被l収容者



販会簿iこ所定毒事項及び悶備考欄に部会内容の察官を記載し，局長に報告し

なければならない。

5 第 1l演の規定により被収容者に筒会をさせた場合はs 第 6条の規定を準 l

胸する。

（館会の時間）

第 37粂 在日会時間は，原則として 30分以内とするものとする。ただし，

第 35条第 1項iこ競定十る領事官毒事との郎会時間は，その都度局長が定め

る。

（阪会の時機）

第 38条 i1il会は，執務時間内に行わせるものどする紗

お 看守主著任者lまF 執務時間外に箇会を惜しはiた者がある場合において，急

を聖書し，かっ，やりを得ない事情があると穏めるときは，処遇部門首席l乙

報告し，その指示を受けなければならない。

（物品の総入） • 

第 .39条 念館担当統括は 3 被収容者から国費による物品の購入の申出があ

ったときはs 物品購入許可申出番（第 16号機式）を提出させた上 E 胤長

に報告しなければならない。

2 ：｛£商担当統括は，前項による報告に対し，局長から物品購入の許可があ

ったときは，当該被収容者に許可に係る物品告と購入させるものとする。

（物品の授与）

第 40条 金額損 SM・統括は，被収容殺に対し物1誌の授与を申し出7ヒ有者があっ

たときは，面会・物品授与許可申出番又は物品授与許可申出書（第 17母

様式）を提出させた上，局長に報告しなければならない。

2 企図担当統括は，前項による報告に対し B 局長から物品授与の許可があ

ったときはq 当該物品を当該被収容者に交付した上，物品授与許可申閣議

の受領繍に受領在証する署名を徴するものとする。

｛物品の送付〉

第 41条 企商担当統括は，被i院理章者に対し物品の送付があ勺たときは，受

領ナベき被収容者を立ち会わせて関披し，その内容を検査しなければなら

ない。

2 企画縫主思統箔l立会前；壌の場合においては，当該被収容者から送付物品交

付許可申出望書（第 18号様式）を提闘怠せた上，局長に報告しなければな

らない。



3 企！箇抱当統括は，詰古墳による報告に対し当局長から物品交付の許可があ

ったときは，当核物品を当該被収容者に受付した上，送付物品受付許可申

出番の受領械に受僚を官民する署名誉徴するものとする。ただし，許可に係

る物品が第 12粂iζ規定する物品である場合は， Eまちに領撹手続を執らな

ければならない。この；場合においては，第 14条第お項及び第 3積の規定

を機用する。

4 企筒i担当統括は，鋳 2墳による報告に会iし，局長から当該物品安焚付せ

ず送付帯1こ返避するよう指示があったときは＇ i患やかにこれを当該送付者

に返還するものとする。ただし，き苦言案i設付殺に返還できなかったときは，

局長の承穏な受けて当該物品安当該被収蒋者に交付したJ二， i直ちに領鼠手

紙を執るものとする。この場合においては，第 1・・・4条第 2項及び第 3J笈の

規忠告と君主服する。

（通信文の扱受）

：鱗 4.2条 食濁拠当統括は，被Ij立縁者から通信文の発信のl事出があったとき

又は被i奴者撃者宛てにi通信文の送付があったときは，被収容者郵便物発受信

簿（処遇規則別記第 5号機式）に所定事項を記載して局長に報告し，その

摘がな受けた上，当該通信文を発送又は当該被収年章者に交付するものとす

る6

記 念爾担当統括は，前I墳による報告に対し，局長がらの指示な受けて当該

Jjjj ｛言文について保安上必要害があるものとしてその内容を調資したときは，

その締染者ど局長に報告しなければならない。

3 企画担当統摘は，前項による報告に対し・ 9 局長から当該通信文について

官JJE，削除，抹消又は領置するよう指示を受けたときは官その措鷺を講.［：.

た上，被収容者郵便物発受信簿の備考楠にその皆記載しておかなりればな

らない。

（執務時間外の透信文の発受）

第43条 看守責任者は，執務時間外に被収容者から通信文の発信の f.jlt討が

あった場合又は被収号事者宛てに通｛言文の送付があった場合において，急を

襲し，かつ， Jやむ告と得ない事情があると認めるときは，処遇部門首席に報

告し，その指示を受けなければならないe

（電話による通信）

第44条 企鴎扱当総務は，被収容者から霞昔話による遺構許可の申出があっ

たときは，被収容者府出番（第 19 .J号様式）を提出させた上，局長に報皆



し，その指示を受けなければならない。ただし，あらかじめ名古滋間入国

在髄管玉虫局長が定める時間帯における名古麓出入国夜寝管溜局の被収容者

が行う穏諸による通信については＝この限りではない 0

2 企断担当統括は，被収務者に対し滋鰯による滋僚許可め抑制があったと

さf-;J；，局長に報管 l，その掲示会受けなければならない。

3 .:ili爾娘当統括は，詰rfJ2療について，局長が許可したときは， E当該被収容

者に通信させるものとする。この場合においては，これに立ち会い，；被収

容者電話記録番（鱗 20号様式）に通信の喜書留在記載し，局長に報告しな

什ればならない。

（執務時間外の電話による通信）

第 45条 句者時子費任者！:l:，執務時間外lと被収縁者から寝室舗による通｛言許可の

申出があった場合又は被収容者に対し箆話による通信許可の申出があった

場合において，急告と要し，かずつ 9 やむを待ない察情があると認めるときは，

処遇部門首席に報告し，その掲示を受けなければならない。

第 8紫 ι出所

｛刷所の手続）

第 46条 処遇部門首胤はョ被収容者合仮放免，赦免，草葬送，送還又は逮捕

さ撃により収容場から出万ITさせるときはま出所潔（第 21号機式） （とより局

長の殺害思惑と受けたJュ，処遇担当統括に対し z さ自殺出所家を交付してと当該被

収容者の出所を掲示するものとする。

2 処遇担当統括i立者前壌の掲示を受けたときは，被収容者名簿その他の関

係書類により人選いでないことを確認した上砕当該被収容者告と fl!所させな

ければならない。ただし s 被収容者を移送又は送還により出所在せたとを

は，当核被収容者を護送する入国警備官iこ引き渡さなければならなし～

3 企！謡扱当統括は，自lJ項の場合においてはs 被収容者から貸与品を返還さ

せなければならない。

4 第 2J賓の出所においては，第 6条の規定を諜用する。

第9霊堂 雑則

（被収容者の·~~出による外出）

第 47条 処遇部門首席は，被収容者から外出許可の申出があったときは 2

その芸書官官を被収容者申 t封書に記載させ，当該申出の内容を検討し，意見を

付して局長に報告しなければならない。

2 処i島部門首席は，前場、による外出の許可があったと '15f;l:，処遇担当総指



に対し，外出裏書｛第 22 －！号・様式印）を交付して当該被収理事者の外出を指示

するものとする。

3 処遇担当統括は，前項の指示を受けたときは，人違いでないことを線認

したよ，当核被収君事者を簸迭する入国望書備官iこ引き渡し，外出させなけれ

ばならない。

4 前項により外出させた被lf:R理事者が帰所した場合には a 第6条の規定を宣告

期する。

（違反調査等のための外出又はfJ1場の要議）

第4お条 調査第一部門首席入閣軍事備食事調恋第二部門首席入閣警備官及び

執行部 r1'J 首席入関撃事備官 (r令部~.港支局にあっては，統格入i譲宅事備官）は，

違反縦主主及びi差濠王手続のため被収容者を外出又は出場させる必裂があると

きは，処遇部門主主席に対し，外出禁｛第 22 .Jす様式る）又は出場第（第 2

3 1昔様式）をもって当該被収務者惑とi校理事場から外出又は出場させることを

察官脅するものとする。

（議反調査等のための外出）

第 49条 処遇部1i13首席は，前条による外出の喜普請があったとき又はその他

の必要により被収容者を外出させるときはs 外出裂により局長の承認を受

けた上，処遇担当統綴に対し，さき該外出嘉幸三交付してき自核被収容者の外出

を指三月するものとする。

2 前項により被収容者を外出白させる場合には第 47条第 3）援の規定a-，前

ヱ頁により外出させた被収容者が帰訴した場合には第 6条の規定をそれぞれ

準用する。

（出場）

第 50条 処遇部門営席は g 第 48条による出場の要請があったとき，違反

審判要領策 2章第 2節第 7の 1の規定により入閣審査官若しくは特別審理

官から被収容者の言葉迭を求められたとき又は難民認定等の事務その他の必

聖書により当該被収理事者を収容場から出場させるときは，処遇担当統括的に対

し，出場禁又は護送依頼書（違反審半lJ要綾部記第 4号様式）を交付して当

骸被収容者の出場を指示するものとする。

2 前墳により被収容者を出場させる場合には第 47条第 3項の規定を，前

項により出場させた被収容者が入場した場合には第 6条の規定をそれぞれ

主義周する。

（女子の被収容者への動しようその他の動静監視）



第 60条の Z ＊＂雪女子 l佼緑区における被l収容者の処遇については，女子の

入国警備官iこ行わせるよう務めるとともに＇ 1lYi次の状態を続審認し得る平紫

の動しようその他の動静監視は，女子の入国聖書｛務官に行わせるものとする。

（被収容者の申出等に会jする措置）

第 5l粂 処遇総当統括は，被収容者から処i闘規則第 41粂に規定する取出

又は請求があったときは，その獲績を被収理事者中出番lと総載させ，当該昨1

出の内容;ff:.検討し，意見があればこれを付して局長に報告するものとする 6

2 処遇担当統括は，前演の取出又は鱒求に対する処霞をき当該被i以理事者に告

知するとともに，被収容者申出番の措慣1慨に記載しておくものとする D

附員lj （平成 10年 9Yi 1日制令第 5号）

この司If令は，平成 10 ・11王9)'! 1日から施行ずる。

附則（平成 29生存 6月 19日訓令第 2号）

この司IJ令は，平成 29年6j守 19日から施行ずる。

附則（平成 3i年 3月 28日割II令解 1号）

この罰11千台は，平成 31生存 4Jl 1日から施行する。

附則（令和 2生存 5月12日割II令第 1~母）

この諒II令は，令軍日 2年 5月1 5戸から総行する G

附則（令平日 2年 9月7日訓令第 2号）

この慰IJ令は者令手口 2年 9月 7日から施行する。



（第 7条隣係）日lj表第 1

被収容者遵守害事項

下記に掲げる事項は，収容場の安食と秩序を保つため収理事場におけ

る主主指令円滑に行うための必要な f遵守事項」です。そのため，これ

らの事項を灘守しなければなりません。

また，仰の被収容者に対しi義守毒事項に違反するニとをあおったり，

｜俊したり，機草脅したりしてもいけません。

さらにa 関本j裂の刑罰法令に触れる行為をした場合には，

ることもあります。

処昔n~ れ

記

逃返し，又は'1!1~をすることを企てないこと。
自損行為をし，又はこれな企てないとと。

{i品人に対し危害事会加えs 又は危容を加えることを全てないこと。

他人に対する迷語暴行為をしないことの

収綴所事事の殻｛鼠‘線異その他のt換を犠療しないことり

許可を得ないで，外部の革まとの物品の接受をしないこと。

闘機，発火物その他の危険物を所持，使用しないこと m

職員の職務執行を妨害しないこと。

接現整頓及び清潔の保持に害事めること。

日課を守ること。

T
L

円山

q
u
λ
司

回

口

6

7

8

9

印

産量床

清掃

朝食

朝の点呼

昼食

夕食
夜の点呼

就寝

日課は次の基準によるa

7罰寺

7時30分

8持領

9時

1 2時 30分顎

1 7時，30分頃

2 1時

2 2時



（第 7条関係）別表第 l-2 

被収容者灘守事項

下記に掲げる事項は，収容場の安全と秩序を保つため収容場におけ

るさ包括殺円滑に行うための必華客な f遵守事項j です。そのため，これ

らの理事項を遊守しなければなりません。

また，｛鼠の被収理事者に対し遜符事項iこ違反することをあおったり，

l携したり，機助したりしてもいけません。

さらに” 日本閣の刑罰法令に触れる行為をした場合には，

ることもありますロ

処罰され

官a
~恋し，又は逃織することを企てなドこと。

路損行為をし，又はこれを会てないこと。

他人に対し危答を加え，又はfEi普をj訴えることを企てないこと。

他人に対する迷惑行為をしないこと。

収軍事所毒事の設備事器具その他の物会損壊しないこと。

許可を得ないで，外部の殺との物1識の接受をしないこと。

凶器，発火物その他の危険物役所持，使用しないこと。

織員の職務執行を妨害専しないこと。

議綴喜重頓及び清潔の保持に努めることの I

回線を『うまること G

1 

2

3

4
謝

8

9

日

5

6

7

 

起床

清掃

朝食

朝の点呼

昼食

夕食

夜の点呼

就寝

日課は次の3基準による。

7 A寺

7時30分

8時頃

8 ff寺30分

1 2時頃

1 7時30分頃

2 l時

2 2時



／ 

J.llj表第忽（第 10条関係）

l面会者心得

1 筒会時n司な厳守すること。

2 係宮iこ無断で物品の後受 :{i;'行わないこと。

3 1暗号，総務者事を使用し，又はその他の方法で通謀を図ろうとする行為を

執らないこと。

4 以上のほか，＇.＇£て係省の指示に従うこと。

以上の各宅質問に違反した場合は，溜会を中Jl：させることがある。

笛会案内

1 被収絞殺との酪会又は物品の按5告を希獲される方は，受付に申し出て必

華客な手続を執って－ください。

2. 面会告と希議されるjjは，在留カード a 特別永住者瓶明著書又は旅券その他

身分を藤明する文書を提示してください。

3 部会の受付は，土穆日， 白日露毘及び休日高ケ除く阿の 9時 00分から

~ 1時00分まで及び 13音寺00分から l5時 00分までです。

4 面会時間は，原則として 30分以内で十。

5 面会のl擦には，カメラ，ビデオカメラョ録音機及び携帯鷺詩の持込みや

使用は御滋慮澱います。



第 li予様式（第 5粂関係i

f坦坦
処遇担当統括入国警備官 鍛

下関の殺の入所を指示する。

」一一…ムー・－・・一

一一一一

日 i世臨担当
統繍

処遇部門主主席入国望書備管 印

' 看守
責任，脅



第21苦様式（第 7条総係）

被i収容者灘守毒事項等告知機総書

生存 月 続

名古屋出入国3夜惚管理局長 般

私は，被i以縁者処遇規則第7条第 3項の規定に築づき，被l反容者i遵守事

項毒事の告知告とき是けました。

2 氏名

事5‘！女

3 生年月日

年 月日

本人

箸名



第3i号機また（第 13条関係）

物品一時

条号

品 ~ i員 数

一一一一一一叩いー
一山一羽刷昨匂一ー一一ーヤ吋叩叩即時叫凹峨剤約4ゐ梅山~ ~一司叩句”＿，山....拘噺一円、~－~時吋明i 引い一一一一一

一ιールー伊巴－~44一一一山一一一戸時門W日咋叩時一一切明一席叫也叫一一 I 

一…一…一一一一一一一一“一一叩吋…町一

一一一一一一一

，，~－－四一一一一一一一一一一一一一一

一一一一一 一

一一一一一一

j衛 星喜 一 一一

一一一 一一一一



ー一一γ｝白血平寸－

出
川
総

b
M剛
山

智

ぽ

一一 一十一一

轍トー十一十一叶一寸…十一寸山→叶…一一一一い「一一

hw
糊
J
円
削

m

時x
塩基

時鎖
「寸--1-・・・・・1一一寸－・－－－iー十一十一斗ーサ叶…f叩一一

瞬

〈
叫
地
問
闘
機

叶’

,...; 

総
｝ 

悦
桜
山
駅
噌
総

附

嬬

「一吋一一叩十一一一十一一 寸必－由一十一ー寸一一叶一剛一オー~吋守山明一

Ol 

巴L_l l し」 LしLl_

一

せ!l'
鰹



第54号機式（第 14条関係）

領蹴金基根

四時月日 t1±1 PJf何正｜違反粂訂国籍地域 i 氏 :;f:i 

条 事告

慶一一！旦ムよ払出｜残高年月日｜ 摘
一一

一一一一rl~~＇·＂－－.，，..，＝o>~M___  ＿..，.，.，，~~~＇~＇· 

L二三U二二；二；仁工：二：…一一

品品品飢、－－ヂ叫門別宿泊m 多4伊，

宇，＿催国－判断ゆ叫－＂－··－···~＂"i•-1品問ゐU争一帯f司 omぃ伯母－－－町一円一九－－戸川向山一－～句叩－－ 一一一一下

一一一…一一一一一一一
備考

岨一一一一日一一一一



第 61号機式（第 15条関係）

局長T；－長 処遇部門 i企劃担当
Jι副監；棉

傍若霊物品 処 分 間 意 書

年月日

名古i盆fJ:¥入国在留管理局長 殿

。ブロック 与号室

被収耳筆者氏名

路紫
下記の物品の 処分に間意叫します。

換 f日
施策・換価 i

1路 国 員数 l 備 考
の .!ijlj 

一…一一一一一
，.，＿，＿一一一一一一四←品－由也』ー畑町内山も也監也一四ωー“一一何柄同必魁由如何一

一 一 一 ，，ム明、守山一叫，＿，，凶ーー』ゆ特例叫旬旬刊目指値ーーー一一切，.j，吻－時叫｝嶋崎－可申『仇吋叫



第7.j号機式（第 l6条関係）

腐…1盟問~

領髭金 返港 南仕 ！審

年月 段

名古巌出入閣在留管線局長殿
丸

山

リ

者

一

付

沈
着

爽

ブlコック 4予：議

被収溶者氏名

院i務時f

賢官E~智

下記のとおり領援金会返還覇軍います。

一一.. I司雪 ~）＇ 
を勤務鼠

何返還府出金額

一 一一一一

返 還 lfltl:l瑚尚

一一一一一…一一一一一一一



第 8i号J儀式（第 16条綴係）

j尚 長 次 長 叫
醐

開

官

抑
制
絹
将
司
d

問

噌
A

ハ

mwa

”
脇
市
時

取扱者
仮綴物』1!ih,, 

)jj:級主任官

領 程霊 物 品 返 選 申 a司
4uu 

言撃

年 月

処遇担当

'13 ！統括

名古廃出入国在叡管理l議長 殿

ブロック

被収縁者氏名

号室長

現i望号守

苦言

ゅー一一一一向…JlliL

守1

下詑のとおり領援I誌な巡滋願ドます仰

加匂－＂··－~－－；－－；工~－~－； 返i襲1$Hl濁!I翁

一 一

哩凶山d医師－·＝~＇－＇－叫－ぜ吻術品加寸トー曲目的町内.，，........件白目

… 一一、 『二二1二二二
上紀物品を5号館し設したa

相
ヤ 月 日

被収容者氏名



第 9号様式｛第 18条麗係｝

遺留金書苦言簿

E毛

逃走・死亡年月日 年

遺留金 金 円 適 条

処 分

｜てん末

考

備考

1 本簿は，領賛金義援に基づき逃走者又は死亡者に係る韻震金について登記するむ

2 処分のてん宋の欄には，処分の経緯を詳記する。

月 臼逃走・死亡



第 f0 i号機式（第 ZO条関係）

時解放震直明書

本証明著書を所持する者は 1 被収容者処遇蛾制（昭和 56 £j革法務省令第 6

9i号）第 17条の規定に基づき z非常災害のため当局収容場から一時解放

した被収容者である。

解放された被収容者は，＊祇明答l発十i闘の翌空間午後 5II寺までにl名古燈l出

入国在留管理室効に出頭を義務づけられている者である。

今主 月 羽

名古屋出入鼠在留管理局長 印



第 11号様式（第 22条関係）

局長 次長
警備 処遇部門 処遇担当 看守 高lj看守

監理官 首 席 統括 責任者 責任者

信リ 止 等 の 措 置 状 況 報 主ヒ 書ロ

年 月 日

名古屋出入国在留管理局長 殿
．， 

、、

入国警備官 印

下記の被収容者に対し，被収容者処遇規則第 17条の 2に規定する措置

を執ったので，次のとおり報告します。

国籍・地域
、

被収容者氏名

年 齢
歳

’性 別
男 女． 

報 。口二 事 項

自 年 月 日 時 分．

日 日寺
至 年 月 日 時 分

違反場所

被収容者遵守事

項違反と認めた

理由

制 止等の

措置 状 況

そ 他の

参考事項



第 12号機式｛第 23条関係）

隔 離言波書

被収容者氏名

，~］商 再建 σ〉

性 JJ!J.年商事 （努・女） 歳
王監 陶

II清 制
附 期 限 年 ）~ 日まで 日間）

一一
被収容者処遇規則第 l8条第 項晴 離 理 尚

持i ｜線 症予 月 日まで 日間）

適 月3条文 被収容者処遇規則第 18条錦 ｛~‘ 隔 離 場 'Bf 

一一一一一一一一一一

一一一一一一 一

一一一一一←ー 備 事
巧

階 興住 場 所

備 卦径
が

上；記により！璃離を継続する。

主ド j守 回

上記によゆ隔離する。

名古渥出入~街留管灘局長 ~p 

年 月 日

一一一 一一
名古屋出入閣在留管理局長 nuv 

k
ド

援 巧t 入国饗備管 ISP 

印 若手 月 日

一 一一



日~ 出

川

者

着

任

剤

費一」
草

佃

黄

山

間

括

雌

統

l会計
四 勝長

＇＂＂＂＂＇~－＂＇＇＂＂＂－~上…一一し一一J一一一~.L即時一一一
一診療結果報告審

益手 月 日

名古巌出入国在留管理局長 殿

入国聖書備官 巨｜］ l 

下昔日の被収縁者Iこ対する診療結巣について，次のどおり報告します。

一一一一、仙一一一一一一一一 …一一一………ー

被収君事者氏名

性 )jlj ・年齢 （男・女） 歳

報 告 等 事 項

年 l月日時分～時分官舎篠田時

所在地

医続（ 料）

診療病院 病院（ 科）

医師名

一一一 崎町一一一一一一時

病名及び症状

一一

治療状況

医師の所見

…一一一一
その他I

（投薬・治療費等）

一一一一一一

…一一一一一

一 一



第 14号様式｛第 34条関係｝

句h Z島－’巴’... .，量.....，戸a、也. . -E可一

響曲 担童部開 路通豊富 看守 到着守
名 数量 症状等局長 次長 車義者 投与日時 被叙護者氏名 喜包

害開官 l:t滋 総＂,I；在 責韮者 害品 f.
月 日

時 分

月 日

草寺 分

j寺 日

時 分

月 日

時 分

月 日

宮寺 分

J'l 日

時 分

月 日

時 分

月 宮

官吾 分

月 日

' 
時 分



第15骨織>ot範綴ゑJ訟島義
手権局 長 次長 処賞遇部廊門 会統i部街品諮 上席噂入門国官型fi開 取扱者

面会・物品撹与許可申出番 （領事官・亦護士用）
Al'l'LlCATION FOR AN JNTERVIElW AND PRESENTATION OP ARTICLES 

荷主 J~ 府
DATE: 

被収容者氏名 臨｜絡・1i!l峨 NATIONAL,lTY/REGION 

NA！叶EOf' （男・ "fr:.) 
DETAINEB ( M • F ) 

原 出 考f APPLICANT 
J鋭.TJON事官AllT'i噌’jR組EG域ION 

i王 Jl'f 

ADD RE~~ 
lAPAN (TEL) 

悪B 4青 空詰
PLACE OF 

EMPLOYMBNT (TEL) 

,r 氏品、りかな名 ｛ 
｛（渇M 処，女F~ 

' NAME IN FULL 
生AOJ'lEl DATE OF BIRTH 4・

概 4

立：L当A事T者mとNのS関HI係p 
R 

'.'TY身緩P分E類•N艇U・明M~言番：号R のOF 
ロ口 モ特E別1罫カ氷ー役ド者総明書 ロ旅口券周目i務統口明選容,Y；免口ll'f紙その他 口（ 1ヨぅ待望草身分宮正明蓄量

ill El唱fJl'lCATIONCARD No。

師会のi討作品
ロ口 訴その訟他綴錦（ 

PURPOSE ) .予定時間（ 4}) 

笛I信l被会及収室び容通に者お話処いiま趨て認類事めパ則まソ自せ書コ8んン3粂伺，携告書帯2事電話に碁，カづメくラ指．定ビ］デオカメラ及び録音機等の電子機器による銭IE.録音通

ロ｛以J下Z記の指いず定れのか内容にチをェ理ッ解クししたてよくだでさeい酒｝会時！こパソコン害事の穂子機擦を使用する。

l口商会時にパソiコン等の鷺子機器を使隠しない。

品 目 ARTICLE 員数NOMBER 品問 ARTICLE 回数NUMBE司王
授

① ＠ 
与 ＠ ③ 

品 ＠ ⑥ 

現金（CASH) ￥ 円

上昔日IのHE物R品EB~食年1cをK受N領owし月LまBしPたGE。TH巴RECEIPTOF THE A日OVEARTICLES/MONEY. 
月 日 DATE:

被収容者氏名 NAME OF DETAINEE: 

官朋 記載 1欄 FOR OFFICIAL USE ONLY 
回＊ 開f爵 ：~寺f 分，，.. か蛮でり I 
て人載し 拐さ華宵 .澗 震雪 t立当窓

物 物
品 品 ， 

現 l 現
金 間 金 問

一



第15予告の2様式（第36粂 事40条関係）

局長 次長 E事E苛磁慨官 処首遇辞席~門 企統画娘括当 よ席専入I'国瞥i摘
~官 取扱唱を

罰金・物品：！受与許可申 i封書
APPLICATION FORAN INTERVIEW AND PHESENTATION OF ARTICLES 

Of- 月 日
DATE: 

被i以縁者氏名 閣総・地場iNATIONALITY /REGlON 
NAME OF ( ~・ J;; ) 

DETAINEE ( M • F) 

F戸 tl:i 者 APPLICANT 
NA＇凶.TIO~吉＇ALIT明Y地／RE口1説JON 

｛主 !'Jr 
ADDRESS・ 

JN lAPAN tr日L)

i E勤~んPL『g務EYM~先~T 
(TEL) 

氏ふりがな名 ( t男M ・."r紋｝) 

1 NAMEIN FυLL 
株主証言白日 DATE OF BIRTH 

被R収El容AT宥IOとNのsk務i係p 

身縫類分証・明番書号の D e カ永｝松ド者 ロ ロ明滋苦手紙f屯口官午言そ語
口 特別 E正明善幸‘ 口野軍事芋周削指年紙 if)fill, ( 

TYPE‘NUMBER.OF 
IDENTI同CATIONCARD ND圃

証P言U会Rのrlfsk宇
品目 AHTICLE 員数NUMBER 品目 ARTICLE 員数N!JM陸自H

授
① ＠ 

』事

品 ② 
⑤ 

③ ⑥ 

現金（CASI-1) ￥ 円

上認IめHE物R忍EB~金leをK受N領owしLまEしDたGETHE RECEIPT OF THE ABOVE ARTICLES/MONEY. 

年 月 日 DATE: 
被収容者氏名 NAME OF DETAIN日目：

官 用記 載 欄 FOR OFFICIAL USE ONLY 
商会時f誌 日由寺主 分／冷 かまでら I 話i
本e I し 担当官 今1沼 重量 富富菅

物 物
品

現 現
告匡

同
金

i司



第 l6号機王立（ 3 9条関係）

1局 長1-;-;r: アペ： 1出l~~~：i盟主

品~l 践 」ι…J空」ι竺Jーム

…一一一

、 河 ， ， 仇 叩 剛 山 叫 届 叩司・－陶向日F畑出－・－吋凶』目－司令巴湖町叫句”一門司自h 争時吋同市守叩叩持品勾町一i-~－·；守山品明日ザ幅酬明叫句前騎相聞－－4，，，.，，..，，.昭 品向叩ω｛ら占一一明旬、町

…一一一

一一一一一一

一一



第 17号機式（第 40条関係）

~·~~；引－~"i~~－r!:·i~－r：~：：1-;;-;-

物 品 按与許可申出番
~ 月日

！鶏籍・地域（

1被収容者氏名

い~一一一一一＿＿＿，＿一一叫山一一芦ー←一一一時…一一一一…”一~－~~－－－一～一…叫…一一宇一一一一一一…

国籍・出組織

申 _j＿一…一一一一一一一一一一一一一一一一一一一…

出
住所

人

氏名
5事e；女

年 月 間生（諸説｝

…＿：~一一一~－~－－L－－~... J ____ ~~－~－－－－－－＝－－…j一一千竺一円

_, ..吟輪山由ーー】一円伯叩陣dト臼..ふ叩山町叩刈山岨4 幽幽“町山町内旬。同町他吋畑一叫事苛町内4』一白血－－守ヂ？ザ明司ーーー一明帯－－円

I三！二二二二二二三二三二＝・・上記の物品（金）を受領し哀した泊

年 月 日

被収容者氏名

一一一一一一



第 18号機式（第41条関係）

z撃事 ｛鍛 1処湖部門！：企嗣担当ll時入密鞠
局長i次長 i t ・ I I I 取扱者i

t 皇室級官 i首 席 li統l 嬬 iI専門官

,, ＿＿ー一一

送付物品交付許可申出番

一 一 一
年 Jl 日

名古滋出入国在備管理局長 激

ブロッタ 4号室

被ltl語章者名

月 間 から私宛てに送付のあった下記の物品（金）

す
一
留

ま一酌…
叫
川
一

忠一回附 員数 一~~－－－－~－2!..~ _j~ 
一一一一一一

一一一一一一一一一
、幅血冨~··棺F一回甲申『『~－一喝

上記の物品（金）を受領しましたa

相
↑ f;I 日

被収容者氏名

一 一



第 l9 ~号様式（第 4 4条，第47条，第 51条関係）

長 I；·－~·r：己記l－－：~·1:~~－－：：：1·＂~孟

被収容者申出望書

i被収容者 ブPロック 号室

氏名

旬叩』－－自由－－一切~－，·－－刊幅制御一一一時間舟吋恥一一剛山一“』｝何日前哨向調叫告げ｛寸－側哨料品－·－仰戸時吋吋咋－－山一…一一切......＿可申叩即位m市市川偽川

月司出d手j守日 年 月 日

'I i事 1±1 の

t内総

一一一一一一一一一一

措置



第 20号機まえ（第44粂関係、）

畏 i11¥. f走

1被 J収罪事五？

撃事 倣！処過自11~ I :it>.岡総当
敗君主i1i'I歯” )I目li統締 1吋J]:B~mJ: J :1£: ) ::: I附

被収容者電話記録番

ブロック 号察

I .a;; ~I 一 一一一一一一時 分から友会 i
通償問締｜ 年 月 日 I I 

1待 分漢で i係官 i

i盈
氏名

昔話
住所

｜者
t也君百殺をま （ 穏 諮 ）

重要 旨

｛荷 量寺

一一一…



第 2l i予様式（費~4 6条関係）

工区北J

一一一一一一一一一
出 所 聞

用

年 月 日 ii'!岡姐当
統 j街

処遇総当統括入国望書備宮 殿

~過担当

処遇昔fH＇~首席入国響備管戸fJ i統術

下記の者の断言庁告と指示するa I ＇背 守

寅伐者

関線，地域 被籾容者身分輔 i年齢i王子討2自由所月口戸時 t一献看守
氏 名 i性別 資｛走者

日守 分

]']""§ l寝 守

勤務者

時 分
月日

時 分

．月 日

時分

月 日

トー町一

山」一一一一一一一一一…

時分
I JI. 日

l 時分吋一一



）
 

i
 

白
炉開条7

一
術
仲
間

A
吐

円

↑

般

耳

第
一
畿
四
段

（

融

同

叩

一

世

間

式

一

：

様
一
ー
次

号

一

長

内

品

一

。
向
一
局

第

F

外出禁
年 月 iヨ j銅線当

統括

処遇担当統搬入閣警備1寄 殿

処遇相当

統 総
処JI害者向首席入国望書｛締官 同1

下憶の者の外出営指示するc ！務 守

策任者

ra!I絡ー地域
i被

収
r容

者

身

分

高年lJ_ 

守
者
一

時
畑
任
一

附
剛
資

（~・女）

i車条 i出入間管滋及び難民認定法第 24条第 号

看 守

勤務者

外出理凶

一
外出先

外出月日！ 月 日

外出時間 i
~書官

H奇 分
午後

樽収容時間 1
午前

自寺 分
午後

一一一一一一一一一
護送’官



第 22号機式乙 I第 48粂関係）

員一z「；－~ヰ｜

企簡担当

統括

外 出 夏高
年月 f.l 

殿処遇部門首席入隠軍事備官
処遇担当

総
指部門首席入国警備官

号室 守
裁任務

下記の者の外出密裏骨脅する。

劉看守

策任者

( ~ .女）

場出入閣！管玉虫及び難民認定治第24条第

i夜 l柳欄

mz 
岬胃

廿

寺普

身

分

事

ドヂ想
外出 fa.I

外出 理

外出

名
jjlj 

民
性
一
年
一 重命

条適

日
一
尚
一
先
一

日月長手

r.'河
民送

糸制す

骨

開

示

備

指

警
を

園

出

入

外

括
の

統

者

当
の

抱

一
記
遇

一
上
処

も護

処遇部門首席入園警備管
殿

分

分

H寺

n寺

一
一
後
一
前
後
一

午
午
一
午
午
一

且日

日寺

出タト

華絵
ザ！

間出



第 23母様式（第48粂関係）

出 場累
年

処遇部門主主席入国望書備官 殿

J月

部門首席入閣撃事備官

下閣の者のはi場を華客識する。

被 ！劉$静.iltl l成

;1 1記
者 1山

:!ti .. 
}31} 

( ~号’女）
身｜年齢
分！
事 i適

1東

条 出入国管瑠及び襲撃民想定絵第 24条第 4予

出場 溜 凶

j出場先

l備考
上官官。コ者の出場な揃示する。

処遇制’当統撚入腐櫛｛殺害雪 鮫

送 官

主将 A 

処遇部門首席入l国著書備管

分

日

日

企間担当
統 括

総監担当 1

統

lli'l務守

ド爽任者

看 守

勤務者


